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松井まちづくりセンター 

所沢市上安松1286‐1 

窓口サービスグループ  TEL  04‐2994‐1221 

コミュニティ推進・公民館グループ TEL  04‐2994‐1222 

                       FAX   04‐2994‐1237 

                   MAIL ｂ9941222@city.tokorozawa.lg.jp 

団体登録は1年ごとの更新です。松井まちづくりセンターで活動しているサークルや団体の代表者は必ず

ご参加ください。新たに団体登録を検討している団体の方もご参加ください。 

◆日 時 ４月19日（土） 午前10時～ 

◆場 所 松井まちづくりセンター ホール 

◆内 容 団体登録と施設使用の注意事項ほか 

小学生から中学生を対象とした茶道の体験会です。抹茶の立て方、いただき方、和室での作法を楽しく学

びます。急須でいれた狭山茶もいただきます。 

◆日 時 4月5日（土） 午前10時～正午 

◆場 所 松井まちづくりセンター 和室 

◆参加費 300円 

◆対 象 小学１年生～中学生（３月現在） 

◆定 員 先着15人 

◆申込み ３月15日（土）～ 電子申請 

4月 1日（火） 15日（火） 8月 お休み お休み 12月 2日（火） 16日（火） 

5月 お休み 20日（火） 9月 2日（火） 16日（火） R8年 1月 6日（火） 20日（火） 

6月 3日（火） 17日（火） 10月 7日（火） 21日（火） 2月 3日（火） 17日（火） 

7月 1日（火） 15日（火） 11月 4日（火） 18日（火） 3月 3日（火） 17日（火） 

とこしゃん体操や床に座ってのストレッチをします。これから運動を始めたい初心者の方も大歓迎です。 

◆時 間 午後1時30分～午後3時 

◆場 所 松井まちづくりセンター ホール 

◆持ち物 運動のできる服装、体育館用靴、マットかバスタオル、タオル、飲み物 

◆対 象 概ね65歳以上の方（市内在住・在勤） 

◆参加費無料・申込み不要 

申込みはこちら 



土 曜 開 庁   
3月  8日（土） 

3月22日（土） 

午前 8時30分～ 

午後 ０時30分 

窓口サービスグループ 

04-2994-1221  

松 井 ち ょ こ っ と 相 談  3月 3日（月） 午前10時～正午 松井地区社会福祉協議会 ロビー 

と こ し ゃ ん 体 操 教 室 
3月  4日（火） 

3月18日（火） 

午後 １時30分～ 

午後 3時 

概ね65歳以上 

申込不要 
ホール 

子育てサ ロンほ っ と た い む  3月13日（木） 午前10時～正午 乳幼児とその保護者 和 室 

発 想 力 と 発 明 で 人 生 を 愉 し む 教 室  3月21日（金） 午前10時～正午 参加者募集中 会議室 

松 井 ク ラ シ ッ ク の つ ど い  3月  8日（土）   午後 ２時～   ホール 

NO.378 デュオリサイタル 

  田井友香（ソプラノ） 

  西山詩苑（テノール） 

                      

チケット 事前予約1,800円、当日2,000円、学生1,000円、高校生500円 

     小中学生無料（小学生は保護者同伴、未就学児入場不可） 

申込み  松井クラシックのつどいホームページ 

問合せ  080‐6616‐1882（山口) 

食 用 廃 油 回 収  3月 1日（土）  午前 ９時～正午  黄色の旗が目印 玄関前 

単 一 素 材 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 回 収  3月  8日（土） 午前 ９時～正午 ピンクの旗が目印 玄関前 

休 館 日   3月20日（木・祝） 

 まちセン公式インスタグラム 
      「子育て」「健康づくり」「地域イベント」などの情報を発信中 

１月３１日（金）、松井地区防犯講習会を開催し、所沢警察署生活安全課の職員から防犯に関するアドバイスを

いただきました。ご家庭でぜひ実践してみてください。 

 ～家庭の防犯対策を見直しましょう。～ 

◆在宅時でも施錠する。戸締りを徹底する。 

◆訪問者はドアスコープやインターフォンで確認する。 

◆対応はインターフォン、ドアチェーン、ドアロック越しに対応する。 

◆帰宅した際は、背後や周囲に人がいないか確認する。 

◆電話で在宅状況、家族状況、資産状況を聞かれても答えない。 

◆自宅に必要以上の現金を置かない。 

◆不審に感じたら、ためらわず110番する。 

◆防犯性の高い建物部品（錠、ドア、ガラス、防犯フィルム、シャッター）を活用する。 

◆防犯カメラ、センサー付きライト、テレビ付きインターフォンを活用する。 

 ～特殊詐欺の被害にあわないために～ 

◆在宅中でも常に「留守番電話」に設定する。 

◆防犯機能付き電話機を設置する。 

◆自分から親族の名前を言わない。相手が名乗ってもすぐ信用しない。 

◆個人情報（住所、氏名、家族構成、銀行名、口座残高など）を言わない。 

◆キャッシュカードの暗証番号を聞いてきたら「詐欺」 

◆ATMでは、「医療費・年金の過払い金」「給付金」「還付金」はもらえない。 

◆お金の話は、一人で決めない。家族や警察に相談する。 


